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令和５年６月定例会 議案概要（議案第67号～第79号） 

議案第67号 民事調停の申立て及び調停不成立等 

の場合における訴えの提起について 

市営住宅等に係る滞納家賃及びこれに係る督促手数料の支払並びに住宅の明

渡しについて民事調停を申し立て、及び調停不成立等の場合においては訴えを

提起するため、地方自治法第96条第１項第12号の規定に基づき、議会の議決を求

める。 

議案第68号 あっせんの申立てについて 

原子力損害の賠償請求に係るあっせんの申立てをするため、地方自治法第96

条第１項第12号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

議案第69号 損害賠償事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることについて 

地方自治法第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決を求

める。 

和解の内容：損害賠償の額を次のとおり定め、当事者は、この他に債権債務がな

いことを確認した。 

損害賠償の額：金2,116,560円也 

損害賠償の原因：令和４年12月24日、三ツ割字鉢ノ皮地内において、市道清水頭

西松園二丁目１号線法面の並木が雪により倒れ、相手方が所有する店舗を損傷

したことによる。 

議案第70号 財産の処分について 

処分する土地：盛岡市盛岡駅西通一丁目108番１ 外２筆 宅地 

数量：5813.68㎡ 

予定価格：887,887,000円 

処分の相手方：（４社と共同契約） 

盛岡市内丸３番７号 株式会社岩手日報社 代表取締役社長  

川村公司 

       千葉県君津市東坂田四丁目３番３号 株式会社新昭和  

代表取締役 松田芳彦 

       本店 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号 

支店 東京都千代田区飯田橋三丁目13番１号 

大和ハウス工業株式会社 支配人 更科雅俊 

       盛岡市菜園一丁目11番３号 グレース住宅販売株式会社 

代表取締役 藤原康彦 
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議案第71号 みたけ地区活動センター大規模改修（建築主体）工事に係る請負契約の締結につ

いて 

契約工事の名称：みたけ地区活動センター大規模改修（建築主体）工事 

契約の方法：一般競争入札 

契約の金額：138,930,000円 

契約の相手方：株式会社熊谷工務店 代表取締役 熊谷則子 

議案第72号 盛岡市立太田児童センター建設（建築主体）工事に係る請負契約の締結について 

契約工事の名称：盛岡市立太田児童センター建設（建築主体）工事 

契約の方法：一般競争入札 

契約の金額：186,945,000円 

契約の相手方：株式会社熊谷工務店 代表取締役 熊谷則子 

議案第73号 飯岡農業構造改善センター外３施設・都南老人福祉センター複合化・改修（建築

主体）工事に係る請負契約の締結について 

契約工事の名称：飯岡農業構造改善センター外３施設・都南老人福祉センター複

合化・改修（建築主体）工事 

契約の方法：一般競争入札 

契約の金額：177,870,000円 

契約の相手方：大伸工業株式会社 代表取締役 猿舘伸威 

議案第74号 盛岡市立青山小学校屋内運動場大規模改修等（建築主体）工事に係る請負契約の

締結について 

契約工事の名称：盛岡市立青山小学校屋内運動場大規模改修等（建築主体）工事 

契約の方法：一般競争入札 

契約の金額：236,005,000円 

契約の相手方：株式会社昭和建設 代表取締役 髙橋幸雄 

議案第75号 議決の変更について 

令和４年６月24日議会の議決を得た議案第83号加賀野地区活動センター外２

施設複合化・大規模改修（建築主体）工事に係る請負契約の一部を次のとおり変

更する。 

契約金額「455,595,800円」を「471,549,100円」に改める。 
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議案第76号 議決の変更について 

令和４年９月29日議会の議決を得た議案第97号盛岡市立図書館耐震改修及び

大規模改修（建築主体）工事に係る請負契約の一部を次のとおり変更する。 

契約金額「509,620,100円」を「518,677,500円」に改める。 

議案第77号 議決の変更について 

令和２年３月26日議会の議決を得た議案第44号盛岡南公園野球場（仮称）整備

事業に係る事業契約の一部を次のとおり変更する。 

契約金額「10,892,138,095円」を「11,052,095,925円」に改める。 

議案第78号 議決の変更について 

令和２年12月22日議会の議決を得た議案第139号（仮称）盛岡学校給食センタ

ー整備運営事業に係る事業契約の一部を次のとおり変更する。 

契約金額「8,521,352,900円」を「8,603,310,485円」に改める。 

議案第79号 市道の路線の認定及び変更について 

道路法第８条第２項及び第10条第３項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

１ 路線の認定 

路線名 起点 終点 

西青山三丁目52号線 西青山三丁目29番18地先 西青山三丁目５番８地先 

みたけ三丁目31号線 みたけ三丁目602番１地先 みたけ三丁目602番38地先 

西見前中島４号線 西見前14地割91番２地先 西見前14地割70番14地先 

三本柳中通８号線 三本柳13地割８番７地先 三本柳13地割22番26地先 

 

２ 路線の変更 

路線名 起点 終点 

箱清水一丁目35

号線 
箱清水一丁目３番地の22地先 

新 箱清水一丁目３番30地先 

旧 
箱清水一丁目３番地の27地

先 

つつじが丘38号

線 
つつじが丘11番地の４地先 

新 つつじが丘67番183地先 

旧 
つつじが丘67番地の183地

先 
 

 


